
宮 崎 県 道 路 公 社

令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 書

自 令和４年４月１日

至 令和５年３月31日

１ 事業概要

一ツ葉有料道路（北線・南線）の料金徴収及び維持管理を行うとともに、一ツ葉有料

道路（北線）に附帯する休憩所の管理等を行う。

また、橋梁耐震対策として、一ツ葉橋の工事を引き続き行い、一ツ葉大橋の工事に着

手するとともに、津波避難誘導対策として、非常待避場整備工事を完了させる。

２ 事業計画

（単位千円）

事 業 名 事 業 費 事 業 内 容

⑴ 有料道路事業

・一ツ葉有料道路料金徴収 1,047,996 （北線）

及び維持管理 延 長 11.2km

・橋梁耐震対策等 供用開始 昭和49年４月２日

（南線）

延 長 5.0km

供用開始 昭和56年４月13日

⑵ 附帯施設事業 400 一ツ葉有料道路（北線）休憩所の維持管

理を行う。



（単位千円）

金　　　額 金　　　額

930,427 320,000

220 347,200

191,848

169,348

20,000

930,647 1,048,396

-117,749

（単位千円）

金　　　額 金　　　額

3,365,407 320,000

930,427 347,200

220 191,848

169,348

20,000

3,247,658

4,296,054 4,296,054

業 務 収 入 維 持 改 良 費

受 　　　　　　　　　入 払 　　　　　　　　　出

３　収支計画

収 　　　　　　　　　入 支 　　　　　　　　　出

科 　　　　　目 科 　　　　　目

業 務 外 収 入

業 務 収 入

合 　　　　　計

前 年 度 繰 越 額 業 務 費

維 持 改 良 費

科 　　　　　目 科 　　　　　目

合 　　　　　計

収 支 差

４　資金計画

業 務 費

業 務 管 理 費

予 備 費

一 般 管 理 費

合 　　　　　計 合 　　　　　計

業 務 外 収 入 業 務 管 理 費

翌 年 度 繰 越 額

一 般 管 理 費

予 備 費


